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令和７年度
物流脱炭素化促進事業
～ 間接補助事業ガイド ～

初版

実績報告期限
すべての施設、設備、機器類の導入、検収およびそれらの支払い

完了日を含めた３０日以内 または

令和8年１月２０日（火）16：00

パシフィックコンサルタンツ株式会社

本ガイドは、交付決定後から補助金の支払いまでの一連の流れにおいて、
特に重要な部分等を抽出し具体的に説明するものです

間接補助事業における留意点など詳細については必ず公募要領をご確認ください
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現地調査
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2.間接補助事業の開始
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様式第２（交付決定通知書）の受領をもって、「申請者」は「間接補助事業者」となります。
間接補助事業者は、速やかに間接補助事業を開始してください。

①見積・競争入札

申請時に提出した見積書の有効期限を確認してください。有効期限が切れている場合は、採
用した見積書の発行元に再度見積依頼を行い、新しい見積書を取得してください。

※1：再取得により補助対象経費が交付決定時よりも高価となった場合であっても交付決定額は増額され
ません。

※2：新たに取得した見積書は、事務局に提出いただく必要はありませんが、事務局より提出を求められ
た場合に速やかに提出できるよう必ず保管をしてください。

②導入設備等の発注

申請した各施設、設備、機器類の発注、工事契約等の必要な契約およびそれらに必要な社内
の稟議を速やかにに実施してください。実績報告期限までに事業が完了しないことが見込ま
れた際に、発注等の遅滞を理由に期限の延期は認められないため、注意してください。

※3：交付決定前に発注した施設、設備、機器類は、補助対象外となります。さらに、状況（交付決定前に
発注等を完了させた事業を実施していることが判明した等）によっては、交付決定取消となる可能
性もあるため十分に注意してください。
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3.各種契約や申請
該当する間接補助事業者は,交付決定後に、以下に示す契約や申請を速やかに実施して
ください。

①リース契約・ＰＰＡ契約

リースによる施設、設備、機器類の導入やＰＰＡモデルによる太陽光発電施設の導入を行う間
接補助事業者は、リース事業者およびＰＰＡ事業者との契約締結を速やかに実施してください。
実績報告期限までに事業完了できないことが見込まれた際に、契約締結の遅滞を理由に期限
の延期は認められないため、注意してください。

②非常時の災害拠点の活用に係る申請

「非常時に災害拠点の非常用水素充填拠点、非常用電源として、地域に開放する等の活用を
図る」取組を行う間接補助事業者は、その内容について締結するため、相手先に申請してくだ
さい。すでに同一の内容について地方自治体等と締結している場合は、締結期限（実績報告
時）に有効）であるかなど確認の上、無効となっている場合は、再締結または締結期限延長の
申し出等を行ってください。
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4.施設、設備、機器類の導入（１）
間接補助事業に必要な施設、設備、機器類が納品または竣工されましたら、速やかに検
収または稼働試験を行ってください。

①稼働確認試験

水素製造設備、水素貯蔵設備、水素充填設備、太陽光発電施設、大容量蓄電池、ＥＶ充電ス
タンド等の設置後については、設置後に専門の資格を有する者が正常に稼働していることを
確認するための試験を必ず実施してください。稼働確認試験の完了が事業完了の要件の一
つとなっているため、必ず実績報告期限までに実施してください。

②検収

物流業務用ＦＣＶ・EV車両等や、その他専門の資格を有する者による正常な稼働確認のため
の試験が不要とする機器類等については、間接補助事業者が自ら検収を実施し、その証跡を
保管してください。

③工事が完了したことを証する書類

上記、①に挙げた各施設、設備の設置工事が完了した場合は、施工した会社から完成図書、
竣工図書、工事完了報告書等の竣工を証する資料（写しも可）を受領し、保管してください。

上記、①～③の書類については、提出が必須ではありませんが、事務局から提出を求められ
た場合に速やかに対応できるよう、適切に保管してください。
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4.施設、設備、機器類の導入（２）
間接補助事業により整備された、各要件の主要機器類（例：水素製造設備、水素貯蔵設
備、水素充填設備、物流業用ＦＣＶ車両、太陽光パネル、大容量蓄電池、ＥＶ充電スタンド
、物流業務用ＥＶ車両など）については、本事業により整備されたことを、設備や機器本
体の分かりやすい場所に必ず表示してください。

本設備は、令和７年度国土交通省補助事業により整備されました。例）

作成する際は、屋外であっても破損しにくく、かつ容易に色あせないような材質を使用して
ください。また、容易に外れたり剥がれたりしない方法で取り付けてください。

【推奨例】

・ステンレスなどの金属製の銘板を金具で取り付ける方法

・ラベルライターで作成した銘板を取り付ける方法

【再作成を指示する例】

・普通紙に印字または手書きで作成した銘板をセロハンテープで貼り付ける方法

取り付けまたは貼付する場所は、機器や設備の稼働に支障をきたさず、かつ目につきやす
い場所としてください。例えば、太陽光パネルの場合は、発電の妨げにならないフレームの
側面や、物流業務用ＦＣＶ車両やＥＶ車両については、車体またはダッシュボードの剥がれ
にくい箇所を選定してください。また、太陽光パネルのように同一機器を複数台導入した場
合は、任意の1か所に表示すれば差し支えありません。ただし、車両については、すべての
台数に表示を行ってください。
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5.間接補助事業に要した経費の支払い
各施設、設備、機器類の納品後および工事完了後は、遅くとも検収翌月までに、調達先
および工事委託先への支払いを実施してください。

①支払い方法は、金融機関振込のみ

各調達先、工事委託先への支払方法は、金融機関振込のみとなります。

現金払い、割賦払い、手形払いによる支払いは認められません。

ただし、実績報告期限までに支払いが完了となる分割払いについては問題ありません。

②振込手数料が含まれている・先方負担の場合は、補助対象経費から除外してください。

支払いのための振込手数料は補助対象経費には含まれません。そのため、振込時に発生す
る手数料が全額に含まれている場合や、調達先や工事委託先などの先方が負担する場合は、
その手数料相当額（税抜）は補助対象経費から除外されますので注意してください。この取扱
いにより、補助金交付額が減額となる可能性がありますので、あらかじめ留意してください。

振込手数料先方負担時の計算例
（ 12,345,678円－800円 ＝ 12,344,878） × １／２ ＝ 6,172,439円 → 6,172,000円

補助対象経費 補助率振込手数料 補助金交付額
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6.計画変更等（１）
事業内容の変更等が見込まれたら、速やかに事務局に連絡してください。

変更内容によって様式第３（計画変更（等）承認申請書）の提出および添付書類が必要となり
ます。必要書類については下表を参照ください。

変更内容 様式第３の
要/不要

その他必要な添付書類

・施設、設備、機器類のメーカーまたは品目
(機種や型番)の変更

・施設、設備、機器類の数量の変更
・施設、設備、機器類のその他金額変更 要

・様式第１別紙１（実施計画書）
・様式第１別紙２（経費内訳）※金額に変更がある場合のみ
・様式第１別紙４（実施体制図）

※税込100万円以上の契約となる調達先または工事委託先に変更がある場合の
み

・見積書（写）※メーカーまたは品目の変更の場合は、２社以上。
・設備、機器類資料（写）

※メーカーまたは品目の変更の場合で、各要件の主要機器の変更の場合のみ
・CO2削減根拠資料【倉庫内】※事業内容に変更がある場合のみ
・CO2削減根拠資料【輸送】※該当車両に変更がある場合のみ

・代表者および役員の変更および交代
・対等な合併または吸収合併の消滅会社とな

ることによる法人格の変更
※法人格の変更は、別途事業承継の手続きが必要となります。詳細は事務

局に相談してください。

要

・様式第１別紙１（実施計画書）
・様式第１別紙３（役員名簿）
・様式第１別紙４（実施体制図）
・登記事項証明書または登記簿謄本（写）

・担当者（代理人含む）の変更
・間接補助事業者の所在地や電話番号等の軽

微な変更
不要

・変更となる情報
※メール本文への記載、または自由書式ファイルの添付等により、メールで報告

してください。

・事業の一部あるいは全部を廃止
※一部を廃止する場合で、間接補助事業の要件が満たされていない場合に

は、全部を廃止することとなります。
要

・特になし
※事務局より別途資料の提出について指示する場合があります。



様式第３（計画変更（等）承認申請書）
様式をホームページよりダウンロードして作成してください。

①文書番号
任意で使用してください。空欄であっても不備とはなりません。

②文書作成日
本様式を作成した日付を和暦で記入してください。

③氏名
間接補助事業者（共同間接補助事業の場合は、代表間接補助事業者）の事業者名と、その事
業者の本事業における決裁権を有する人物の役職および氏名（姓名ともに記入）を記入して
ください。なお、事業者名は（株）など略式表記をせず正式名称を、人物名は姓名をそれぞ
れ記入してください。

④１.変更の内容
何がどのように変更になったのか、変更したい内容を記入してください。

⑤２.変更を必要とする理由
前項に記入した変更が必要である理由を記入して下さい。

⑥３.変更が間接補助事業に及ぼす影響
変更によってスケジュールや間接補助事業の内容に影響がある場合はその内容を記入してく
ださい。特にない場合は、「特になし」等の旨を記入してください。また、実施計画書を参
照の場合は、その旨を記入してください。

⑦４.変更後の間接補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額の配分額
変更によって間接補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金額に変更が生じる場合は、
新旧対比による金額内容を記入してください。各経費の工事費、設備費、業務費、事務費の
内訳に変更が生じる場合は、様式第１別紙２（経費内訳）にて報告してください。

⑧５.同上の金額の算出基礎
金額を算出した根拠について記入してください。例えば、見積書が算出の基礎である場合は、
「見積書参照のこと」など見積書を参照する旨を記入してください。
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6.計画変更等 （２）
様式第３（計画変更（等）承認申請書）は、下記を参考にして作成してください。

※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま
すが、実際には黒字で作成してください。

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧
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6.計画変更等（３）
計画変更等に際しては、以下の点に注意してください。

①必ず事前に報告

原則として、変更等が見込まれた時点で、速やかに事務局へご連絡ください。特に、設備や機
器類に関する変更については、事務局の変更承認前に発注された場合、変更内容が認めら
れず、一部の導入費用が要件を満たしていても補助対象経費として認められない可能性があ
ります。また、場合によっては、交付決定の取消しとなる可能性もありますので、十分注意して
ください。

②スケジュールに注意

実績報告期限までに事業を完了させる必要がありますので、スケジュールには余裕をもって
事業を実施してください。また、計画変更等の承認については、変更内容によっては承認まで
に１週間以上かかることもあります。あらかじめご承知おきください。



実績報告期限の延期措置を行った事故例

部材の不足により一部機器の納期遅延が発生し、これに伴い実績報告期限までに事業完了が間に合わないこと
が見込まれた。

太陽光パネルの保証書について、施工完了後にメーカーに申請して発行されるシステムであるため、保証書
（写）の提出のみ実績報告期限までに間に合わない。
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7.事故報告（１）
間接補助事業の完了が実績報告期限（令和８年１月２０日１６時）までに間に合わないこ
とが見込まれる場合、速やかに事務局へ様式第４（事故報告書）とメーカーや調達先など
からの納期遅延に関する通知書など、事故内容を証明する書類の写しがある場合は、添
付の上提出してください。

事務局にて審査・確認を行った結果、間接補助事業者の都合によらない、やむを得ない
理由による事故と判断された場合には、実績報告期限の延期措置を行います。

なお、間接補助事業者の都合に由来しない理由によって発生した事故であっても、申請
時点で既に判明していた場合は、実績報告期限の延期を認められません。

また、実績報告期限を延期する期間については、単年度事業であるため最長でも１か月
程度を見込んでいます。それ以上の延期を要することが見込まれる場合、延期ができな
いのでご了承ください。

下表は、過去に当時の事務局が実績報告期限延期を指示した事故報告の一例です。



様式第４（事故報告書）
様式をホームページよりダウンロードして作成してください。

①文書番号
任意で使用してください。空欄であっても不備とはなりません。

②文書作成日
本様式を作成した日付を和暦で記入してください。

③氏名
間接補助事業者（共同間接補助事業の場合は、代表間接補助事業者）の事業者名と、その事
業者の本事業における決裁権を有する人物の役職および氏名（姓名ともに記入）を記入して
ください。なお、事業者名は（株）など略式表記をせず正式名称を、人物名は姓名をそれぞ
れ記入してください。

④１.事故の原因及び内容
どのような理由により、どのような事故が発生し、今後どのような見込みとなるのかについ
て、詳細に記入してください。

⑤２.事故に係る金額
交付決定時または計画変更承認時の補助金交付申請額を記入してください。

⑥３.事故に対して採った措置
事故による影響を抑制するために行った努力や対処について記入してください。

⑦４.間接補助事業の遂行及び完了の予定
事故報告以降から事業完了の予定や工程について記入してください。
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7.事故報告（２）
様式第４（事故報告書）は、下記を参考にして作成してください。

※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま
すが、実際には黒字で作成してください。

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦
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7.事故報告（３）
事故報告に際しては、以下の点に注意してください。

①提出可能な書類や資料は、早めに提出

実績報告期限の延期が認められた場合であっても、すべての書類や資料提出が延期される
わけではありません。必ず事務局からの指示書を確認の上、提出の延期が認められていない
書類や資料は所定の期日までに提出してください。また、延期した期日はあくまで最終期日で
あるため、準備が整った資料から提出いただいて差し支えありません。

②事故報告書提出後も間接補助事業は継続

事故報告書を提出いただき、承認された場合、事務局からは指示書にて新しい実績報告期限
を通知いたします。事務局から承認されるまでは、これまでの間接補助事業を継続してくださ
い。



・共同間接補助事業の場合、原則として代表間接補助事業者が必要書類を取りまとめて提出してください。ただし、社内規
程等により代表間接補助事業者からの提出が難しい書類等がある場合は、事務局にご相談ください。
・郵送やＦＡＸによる報告は、受け付けできません。
・本事業に関する最新情報は、ホームページに随時掲載しますので、適宜ご確認ください。
ＨＰアドレス： https://pacific-hojo.com/bgxx/content/

その他
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8.実績報告
本事業の実績報告期限および実績報告方法は、以下の通りです。

すべての施設、設備、機器類の導入、検収およびそれらの支払い完了日を含めた３０日以内、また

は令和８年１月２０日（火）１６：００

実績報告期限

事務局のメールアドレス宛にメール添付またはファイル転送サービスで提
出してください。

報告方法

事務局メールアドレス：
logigx_r07@bg.pacific-hojo.jp



番
号 提出書類 部

数

書
類
様
式

必須
書類 備考

記入例
または
注意点
掲載頁

① 様式第６（実績報告書）
1 有

○
Excel様式

P.17

② 様式第６別紙１（経費内訳（実績報告用）） ○ P.18

③ 様式第１６（補助金効果表） 1 有 ○ 別途事務局指定書式と併せて提出（実績値を記入） P.19～20

④ 納品書（写）または請求書（写） 1 無 ○ 導入した施設や機器類すべての書類を各１部提出 P.24

⑤ 振込明細書（写） 1 無 ○ 導入した設備や機器類の支払領収書（写）として、金
融機関による振込明細書のコピーを提出 P.25

⑥ 保証書（写） 1 無 ○ シリアル情報含む P.26

⑦ 施工写真（写） 1 無 ○
要件別に施工前、施工中、施工後、本事業による整備
表示の銘板（本事業による整備表示の銘板、および機
器銘板）の写真を提出

P.27

⑧ 様式第９（消費税額および地方消費税額の額
の確定に伴う報告書） 1 有 △ 補助金交付申請時に、消費税額および地方消費税額を

補助対象経費に算入していた場合に提出 ※

⑨ 様式第１０（取得財産等管理台帳） 1 有 △ 当該年度中に単価50万円（消費税額を除く）の取得財
産がある場合に提出 P.21

⑩ 様式第１４（補助金事業による収入内訳書） 1 有 △ 補助対象経費である設備、機器、システム等によって
収益を得た場合に提出 ※

⑪
非常時に災害拠点の非常用水素充填拠点、非
常用電源として、地域への開放に関する地方
自治体等との協定締結を証する書類

1 無 △
申請済み書類(写)の提出も可

P.28
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9.実績報告時に提出する書類（１）
実績報告時に提出する書類は、下表の通りです。

※⑧および⑩の資料については、記入例の掲載を割愛いたします。不明な点があれば事務局へお問い合わせください。



番
号 提出書類 部

数

書
類
様
式

必
須
書
類

備考

記入例
または
注意点
掲載頁

⑫ CO2削減根拠資料【倉庫内】 1 有 △ 再生可能エネルギー電力を活用した取組のみ提出

P.22
⑬ CO2削減根拠資料【輸送】 1 有 △ 物流業務用EV車両等を導入する場合および水素を活用

した取組の場合は【倉庫内】のほかに【輸送】を提出

⑭ リース契約書（写） 1 無 △ リース事業者と共同申請する該当事業者のみ提出
P.29

⑮ ＰＰＡ契約書（写) 1 無 △ PPA事業者と共同申請する該当事業者のみ提出

⑯ 水素および、再生可能エネルギー電力の購入
契約書等（写） 1 無 △ 水素、再生可能エネルギー電力を購入する場合は提出

P.30

⑰ 高圧ガス製造保安責任者の免状（写）もしく
はそれに準ずるもの 1 無 △ 水素製造、貯蔵、充填を行う事業者の場合は提出

P.31

17

9.実績報告時に提出する書類（２）



①様式第６（実績報告書）
すべての間接補助事業者が提出必須です。

様式をホームページよりダウンロードして作成してください。この様式はExcelです。

①文書番号
任意で使用してください。空欄であっても不備とはなりません。なお記入の際は文書番号の
みを記入してください。「文書番号 第 号」は、自動で表記されます。

②文書作成日
本様式を作成した交付決定日～令和８年１月２０日までの日付を和暦で記入してください。

③氏名
間接補助事業者（共同間接補助事業の場合は、代表間接補助事業者）の事業者名と、その事
業者の本事業における決裁権を有する人物の役職および氏名（姓名ともに記入）を記入して
ください。なお、事業者名は（株）など略式表記をせず正式名称を、人物名は姓名をそれぞ
れ記入してください。

④１．実施した間接補助
・「（１）間接補助事業の内容」には、実施された間接補助事業の内容を記入してください。
・「（２）重点的に実施した事項」には、間接補助事業の中でも注力した、あるいは今後注

力する取組内容を記入してください。
・「（３）間接補助事業の効果」には、CO2の削減効果について記入してください。なお、

導入した各要件の本格稼働が事業完了後となる場合は、事業完了後３年間の補助金効果表
の提出にて報告する旨を記入してください。

・作成時は、任意で行を追加してください。
⑤２．間接補助事業の収支決算

・「（１）収入」には、本補助事業で導入した設備、機器類によって収入が生じた場合は、
その金額の自己資金補助金充当額と合計額を記入してください。

・「（２）支出」には、間接補助事業に要した経費、補助対象経費、補助金充当額を各要件
の工事費、設備費、業務費、事務費ごとの合計額で記入してください。各項目の「計画
額」は、交付決定時または計画変更で承認された金額となります。「実績額」は、実際に
請求され支払った金額となります。「流用額」は、交付決定時の補助対象経費の中で工事
費、設備費、業務費、事務費の枠を超えて流用した場合に生じた差分の額を、「流用後
額」は流用によって変更された後の各費用の額を記入してください。
また、振込手数料が先方負担となっている場合は、補助対象経費の実績額の該当する費目
（複数の費目にわたる場合は、案分可）から手数料相当額（税抜）を差し引いて記入して
ください。
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10.実績報告書類記入例（１）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。

※表示範囲の都合上、一部表記を割愛しています。

間接補助事業者

１．実施した間接補助事業

（１）間接補助事業の内容

・弊社では水素製造設備、貯蔵設備、充填設備を導入し、既存FCVトラックの燃料として活用

・同一敷地内の関連運送事業者では、太陽光発電施設、大容量蓄電池、EV充電スタンドを導入し

 物流拠点およびEVトラックへの電源として活用

（２）重点的に実施した事項

・自社におけるFCVおよびEV車両の入替や拡充のための社内インフラ整備を実施。

 今後は、車両の入替によりCO2削減を推進していく。

（３）間接補助事業の効果

・CO2削減効果については、上記の通り今後の取組によって効果があらわれるため3年間の

 補助金効果表にて報告する。

２．間接補助事業の収支決算

（１）収 入

項　　目

自 己 資 金

補助金充当額

合　　計

（２）支 出

（イ）総括表

工事費 3,378,742 3,356,895 3,227,146 -21,847 3,205,299 3,205,299

設備費 38,128,595 38,150,442 34,251,495 21,847 34,273,342 34,273,342

業務費 687,433 687,433 687,433 0 687,433 687,433

事務費 0 0 0 0 0 0

合計 42,194,770 42,194,770 38,166,074 0 38,166,074 38,166,074 19,083,000 19,083,000 19,083,000

（ロ）経費の内訳 （各経費の配分ごとの実績の内訳を記載）

別途、様式第６別紙「経費内訳（実績報告用）」にて報告

 氏名 令和ウェアハウス株式会社

　　　代表取締役　上蓮　倉子

 

物流脱炭素化促進事業費補助金実績報告書

物流脱炭素化促進事業費補助金交付規程（以下「交付規程」という。）第１５条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

間接補助事業に要した経
費

金　　額

0

区分

補助対象経費 補助金充当額

計画額 実績額 計画額 流用額 流用後額 実績額

（単位：円）

（単位：円）

0

（様式第６）

文書番号 第補R7-789-01号

令和8年1月16日

パシフィックコンサルタンツ株式会社

首都圏本社　本社長　殿

流用後交付
決定額

交付決定額 実績額

①

③
②

④

⑤



②様式第６別紙１（経費内訳（実績報告用））
すべての間接補助事業者が提出必須です。

様式をホームページよりダウンロードして作成してください。この様式はExcelです。前頁の様式第６とあせわせて１つのファイルとなっています。

①補助対象経費の区分と内訳
各要件の直下空欄に具体の要件名を記入してください。なお、水素の購入、再エネ電力の購
入、既設の施設、設備を活用した場合であっても具体の要件名は記入してください。

②間接補助事業に要した経費
間接補助事業に要する経費は、申請ガイドの「7.補助対象事業の要件」（P.16～33）と納品
書または請求書を参照し、各要件の補助対象経費と補助対象外経費の合計額を工事費、設備
費、業務費、事務費別に記入してください。
なお、水素の購入および再エネ電力の購入については、導入から事業完了までに実際に発生
した購入費用を業務費として計上してください。また、既設の施設、設備を活用した場合は、
0円として計上してください。

③補助対象経費
補助対象経費は、申請ガイドの「7.補助対象事業の要件」（P.16～33）と納品書または請求
書を参照し、②間接補助事業に要する経費から、補助対象外経費を除いた補助対象経費の合
計額を工事費、設備費、業務費、事務費別に記入してください。
また、振込手数料が先方負担となっている場合は、該当する要件・費目（複数の要件・費目
にわたる場合は、案分可）から手数料相当額（税抜）を差し引いて記入してください。

④計、合計
各要件の計、合計は、自動的に計算されるようになっています。

⑤補助金の額
補助金の額は、補助対象経費から交付決定された補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた
額を記入してください。
その他
②の合計額は、様式第６の２（イ）総括表の「間接補助事業に要した経費」の「実績額」と、
③の合計額は、様式第６の２（イ）総括表の「補助対象経費」の「実績額」と、
④の補助金の額は、様式第６の２（イ）総括表の「補助金充当額」の「実績額」と、それぞ
れ相違ないか、提出前に必ずご確認ください。

別紙

（単位：円）

補助金の額
（実績額）

工事費

設備費

業務費

事務費

計

工事費

設備費

業務費

事務費

計

工事費

設備費

業務費

事務費

計

工事費

設備費

業務費

事務費

計

19,083,000

19,083,037

　※1　区分について

　　　  様式第１別紙２と同じ要件名称を記入すること

　※2　内訳について

　　　 工事費：交付規程別表第2の区分「工事費」を参照のこと

　　　 設備費：交付規程別表第2の区分「設備費」を参照のこと

　　　 業務費：交付規程別表第2の区分「業務費」を参照のこと

　　　 事務費：交付規程別表第3の区分「事務費」を参照のこと

　※3　間接補助事業に要した経費について

　　　 事業を行うために必要な全ての費用を記入すること

　※4　補助対象経費について

　　　 ※3のうち、補助の対象となる費用を記入すること

　※5　「溜める/使う」の取組みを3つ以上行う場合記入

　　　 

3,429,597

合計
42,194,770 38,166,074

経費内訳（実績報告用）

512,450 512,450
ＡＧＶの導入

2,356,845 2,356,845

560,302 560,302

0 0

3,429,597

325,696
ＥＶ充電スタンドの導入

120,000 120,000

84,275 84,275

0 0

529,971 529,971

大容量蓄電池の導入
27,851,250 26,285,000

0 0

0 0

29,138,846 27,421,000

太陽光発電施設の導入
7,822,347 5,511,497

42,856 42,856

0 0

9,096,356 6,785,506

②「溜める/使う」-1
1,287,596

③「溜める/使う」-2
325,696

④「溜める/使う」-3 ※5

1,136,000

補助対象経費の区分※1と
内訳※2

間接補助事業に
要した経費※3

補助対象経費※4

①「創る」
1,231,153 1,231,153
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10.実績報告書類記入例（２）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。

① ③②

④ ⑤



③様式第１６（補助金効果表） 1/2
再生可能エネルギー電力を活用した取組を実施した間接補助事業者が提出必須です。

様式をホームページよりダウンロードして作成してください。CO₂削減根拠資料【倉庫内】・【輸送】の完成後に作成することを推奨します。

①文書番号、文書作成日、氏名
P.18の様式第６（実績報告期限）の①～③を参照ください。

②年度
本年は、令和７年度と記入してください。以降３年間の補助金効果の報告は、令和８年度、
令和９年度、令和１０年度となります。それぞれの年度に応じて記入してください。

③１.導入設備について
・＜補助対象・補助要件となる設備＞は、補助対象要件をすべてについて記入してください。

「設備」および「補助対象となる要件」は、公募要領P.7に掲載されている表３の「設備、
機器名称」および「No」を参照してください。「補助対象」については、新設、増設な
ど本事業で導入する場合は「○」を、既設の設備を活用する場合は、「✕」を記入してく
ださい。

・＜導入方針＞の「設備」は、＜補助対象・補助要件となる設備＞の「設備」にならって記
入してください。「導入方針」は、どのような目的で導入したのかを記入してください。

・上記いずれも表の行が足らない場合は、追加して作成してください。
④２.CO2削減根拠【倉庫内】

・＜電力需要・供給に関する実績データ＞は、別途、CO2削減根拠資料にて報告いただくた
め省略します。

次頁につづく
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10.実績報告書類記入例（３）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。

①

③

②

④



③様式第１６（補助金効果表） 2/2
④２. CO2削減根拠【倉庫内】（つづき）

・＜CO2削減根拠に関する情報＞は、CO2削減根拠資料【倉庫内】の「電力需要・供給に関
する実績データ・CO2削減量に関する情報」シートで算出した「年間自家発自家消費量」、
「排出係数」、「排出係数の電気事業者名」、「CO2削減量」を参照して記入してくださ
い。

⑤CO2削減根拠【輸送】
・＜用いた計算方法＞は、燃料法、燃費法、改良トンキロ法、従来トンキロ法の中からCO2

削減量の算出に採用した計算方法の「□」を「☑」にするか、図形の○などで囲む方法な
どで明示してください。

・＜CO2削減根拠＞は、CO2削減根拠資料【輸送】で算出した事業実施前、事業実施後の
CO2排出量とCO2削減量を参照して記入してください。

⑥４.今後の取組みについて
実施した間接補助事業の取組を次年度以降令和10年度まで、どのように継続または発展さ
せるのか、予定について記入してください。

⑦５.本事業についての要望
次年度の本補助事業を想定した場合、改善点や改定の要望があれば記入してください。特
にない場合は、『特になし』と記載してください。
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10.実績報告書類記入例（４）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。

④

⑥

⑤

⑦



⑨様式第１０（取得財産等管理台帳）
部材単価50万円（税抜）の施設、設備、機器類を導入した間接補助事業者が提出必須です。

様式をホームページよりダウンロードして作成してください。

①財産区分
該当する施設、設備、機器類の区分を（注２）を参照し記入してください。

②財産名
該当する施設、設備、機器類の名称や品名を記入してください。

③規格（型番）
該当する施設、設備、機器類の規格、型番または商品コードなどを記入してください。

④数量
該当する施設、設備、機器類の導入数量を記入してください。

⑤単価
該当する施設、設備、機器類の単価を記入してください。

⑥金額
該当する施設、設備、機器類の金額（単価×数量）を記入してください。

⑦取得年月日
該当する施設、設備の施工完了日または機器類の納品日を記入してください。

⑧処分制限期間
該当する施設、設備、機器類の法定耐用年数を記入してください。

⑨保管場所
該当する施設、設備、機器類の保管、設置、主に使用している場所の所在地および拠点名称
を記入してください。

⑩補助率
補助率を記入してください。

その他
・本来の材単価が税抜50万円以下の施設、設備、機器類を一式として記入した場合、財産処

分時の制限対象となりますので注意してください。
・保管場所に所在地の事業者名を記入するか、備考に交付決定番号を記入するなど、共同間

接補助事業の場合、当該財産がどの間接補助事業者で保管されているものか明確にしてく
ださい。
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10.実績報告書類記入例（５）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。

① ③②
④

⑤
⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩



⑫CO2削減根拠資料【倉庫内】・⑬CO2削減根拠資料【輸送】
⑫CO2削減根拠量【倉庫内】は、「再エネを活用した取組」を行ったすべての間接補助事業者が提出必須です。

⑬CO2削減根拠量【輸送】は、「物流業務用ＥＶ車両等」および水素を活用した取組を導入したすべての間接補助事業者が提出必須です。

様式（Excel）をホームページよりダウンロードして作成してください。

具体的な記入例は、申請ガイドを参照
・【倉庫内】は、申請ガイドのP.47、P.48を参照ください。
・【輸送】は、申請ガイドのP.49を参照ください。

可能な限り実績値で報告
報告に使用される各種電力量、発電量等の定量的データについては、可能な範囲で実績値を
使用してください。ただし、１年間分の数値報告を求めているため実績値と予測値が混在す
ることになるかと思いますので、どの数値が実績値であるか、または予測値であるか補足等
で明記してください。

本格稼働前の場合は予測値で報告
事業完了から実績報告期限までの期間が短く、本格稼働ができなかった場合は、予測値によ
る報告をしてください。
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10.実績報告書類記入例（６）
※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま

すが、実際には黒字で作成してください。
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11.その他報告書類の注意点（１）
④納品書（写）または請求書（写）
すべての間接補助事業者が提出必須です。

①納品日または請求日
納品された日付または請求された日付が明記された書類を提出してください。

②発行元
納品または請求元が明記された書類を提出してください。

③納品または請求する細目
提出書類は納品書（写）または請求書（写）のいずれかで構いませんが、細目が掲載されて
いる資料を優先的に提出してください。

その他
・本事業に直接関連する納品または請求のみが記載された資料を提出してください。難しい

場合は、補記等で関係のない品目等がわかるようにしてください。

〒289-XXXX

件名： 千葉県匝瑳市■■-12-3-4

中央建産株式会社
TEL：0479-XX-XXXX

FAX：0479-XX-XXXX

※別途消費税を申し受けます。

▼細目
数量

320

3

1

1

1

令和ウェアハウス（株）東京ベイセ
ンターD号棟　太陽光発電設備、
蓄電池システム、EV充電器設置
工事

お見積書
●●年●月●日

令和ウェアハウス株式会社　御中 R●-1234

ご請求金額：

備考単価（円）品名 金額（円）

　42,194,770円　（税別） 見積有効期限：発行から30日間

下記のとおり、納品いたしました

◆太陽光発電設備

太陽光パネル PV450
 （株）ナイスソーラー製

14,500 設備費4,640,000

設備費350,000

580,000 設備費

1,050,000

580,000

3,500,000 工事費

200,000 工事費・対象外

3,500,000

200,000

パワーコンディショナー
 三相●●kw　PCS2000

太陽光パネル架台　一式

太陽光パネル設置・架台取付
工事

交通費

①

②

③



⑤振込明細書（写）
すべての間接補助事業者が提出必須です。

振込明細書（写）のほか、ネットバンキングの振込実行完了画面、振込履歴等でも代替可能です。

①金融機関により発行された書類または提示された情報
ご利用の金融機関が発行した書類、またはネットバンキング画面のキャプチャ等を提出して
ください。なお、自社の経理システムの実行画面や独自の振込管理台帳など、社内で作成・
管理された資料は認められません。

②振込実行日と資料印刷日
振込前に発行された書類や表示された画面は、証拠資料として認められません。必ず、振込
が実行された後に発行された書類または画面キャプチャを提出してください。そのため、振
込受付書や振込予約画面等は、有効な資料とはなりません。

③振込を行う者の名前
振込依頼人など、振込を行った者（間接補助事業者の名称）が明記された資料を提出してく
ださい。

④振込先の名前
振込先の事業者名が確認できる書類または画面キャプチャを提出してください。

⑤振込に係る金額
振込金額が記載された書類または画面キャプチャを提出してください。原則、補助事業に要
する経費または補助対象経費の税込額に相当する振込であるかことが望ましいですが、本事
業に関係のない振込が含まれている場合は、その旨を補記してください。

その他
・本事業に係らない振込の情報については、黒塗り等の加工を行ってください。
・振込実行後のの書類の提出が難しい場合は、振込先の通帳の写しや入金履歴等の追加提出

を指示する可能性があります。
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11.その他報告書類の注意点（２）

① ②

③

②

③

④

⑤



⑥保証書（写）
すべての間接補助事業者が提出必須です。

①製品の名称または型式など
保証対象となる製品の名称または型式などが明記されている保証書を提出してください。

②製品の個体識別番号など
保証対象となる製品の個々を識別するための番号（個体識別番号、シリアルナンバー、車台
番号など）が明記されている保証書を提出してください。なお、太陽光パネルのように導入
数量が多く、個体識別番号が保証書に記載しきれない場合は、一覧表などで番号を整理した
資料を別途提出してください。

③保証の開始日
保証が開始される日付またはこれに準ずる内容が明記されている保証書を提出してください。

④保証の期間または期限日
保証の期間または保証が終了となる期限日が明記されている保証書を提出してください。

⑤保管場所または設置場所
保証対象となる製品の主な保管場所または設置場所の所在地および納品先の事業者名が明記
された保証書を提出してください。

⑥保証する事業者の情報
製品を保証する事業者（メーカーなど）の事業者名、所在地、電話番号などの情報が明記さ
れている保証書を提出してください。

製品シリアル番号 B8NQ5fe6G5

保証書
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

下記の製品につきまして、保証期間内に不具合や故障が生じた場合に無償で修理または交換等を行うことを保
証いたします。
なお、不具合や故障の原因によりましては、保証期間内であっても有償となる場合がございます。

製品名 T2-btr07

製造年月日 令和　●年　●月　●日

保証開始日 令和　●年　●月　●日

保証期限 上記、保証開始日より1年間

電話番号：047-XXX-XXXX　FAX：047-XXX-XXXX

製品の設置・使用場所
RWHロジスティクス（株）　東京ベイ市川営業所

千葉県△△市●●4-5-6

〒XXX-XXXX　千葉県浦安市●●9-8-7
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11.その他報告書類の注意点（３）

①
②

⑥

③④
⑤



⑦施工写真
すべての間接補助事業者が提出必須です。

①据付や設置などの工事が必要な要件
水素製造設備、水素貯蔵設備、水素充填設備、太陽光発電施設、大容量蓄電池、ＥＶ充電ス
タンドなどを稼働させるために工事を必要とする要件については、施工前（設置個所の工事
開始前の様子）、施工中（工事途中の様子）、施工後（工事完了後の様子）をそれぞれ要件
や設備別に撮影してください。

②物流業務用ＦＣＶ車両、物流業務用ＥＶ車両等
車両については、車両の前面、後面、充填口または給電口をそれぞれ撮影してください。な
お、以下の点に注意してください。
・車両前面または後面のどちらかでナンバープレートの内容が読み取れるよう撮影してくだ

さい。
・車体に事業者名またはロゴマーク等を装飾している場合は、車両前面または後面のどちら

かで明確に識別できるよう撮影してください。難しい場合は、側面など別途異なるアング
ルで撮影してください。

・充填口または給電口は、口の形状がわかるようなアングル、または実際に充填または給電
している様子を撮影してください。

③同一機器を複数台導入した場合および機器銘板
太陽光パネルなど同一の機器を複数台導入した場合は、任意の1台単体と全体をそれぞれ撮
影してください。なお、複数台であっても物流業務用ＦＣＶ車両等および物流業務用ＥＶ車
両等については、複数台すべてを②に従って撮影してください。また、各要件の主要機器に
ついては、機器銘板（同一機器を複数台導入している場合は、任意の1台分のみ）を撮影し
てください。

④国土交通省の補助事業による導入を明示する銘板およびシステム画面
令和7年度国土交通省の補助事業により導入された設備であることを示す銘板（作成方法は、
P.7を参照）が取り付けられている様子を各要件ごとに撮影してください。また、トラック
予約受付システムなどのソフトウェアなどについてはシステムの稼働している様子を撮影し
てください（キャプチャ画面不可）。

その他
・撮影時は、逆光や手振れ等に注意して、被写体が鮮明に写るように撮影してください。ま

た、銘板などの文字についても同様に、表示されている内容が読み取れるように撮影して
ください。

・撮影時に使用されるカメラは、スマートフォンによる撮影でも問題ありません。また、ド
ローンにより撮影されたデータでも問題ありませんが、撮影時には法令、条例、ルール等
を遵守して行ってください。

・撮影時には、自社の機密情報などが映り込まないよう注意してください。都合により映り
込みが避けられない場合は、一部加工しても問題ありません。
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11.その他報告書類の注意点（４）

①

② 前面 後面 充填口・給電口

施工前 施工中 施工後

③ 単体 全体 機器銘板

④ 銘板 システム画面



⑪非常時に災害拠点の非常用水素充填拠点、非常用電源として、地域への開放に関
する地方自治体等との協定締結を証する書類

申請時に様式第１別紙１（実施計画書）にて当該取組を実施する旨の記入をした間接補助事業者が提出必須です。

①契約書を製本している場合は、電子化の際に書類が破損しないよう十分に注意
契約書が破損すると、契約の効力に影響を及ばす可能性があります。製本された契約書を電
子化する際は、原本の状態を損なわないよう慎重に取り扱ってください。

②契約内容
災害時の対応についてどのような契約が結ばれているか、内容がわかる書類を提出してくだ
さい。中でも、災害時に非常用水素充填拠点または非常用電源を地域に開放する旨が記載さ
れているか、同様の内容が包括された文章が記載されている必要があります。

③署名または押印
協定内容について、両者間で正式に締結されたことを証明する書類を提出してください。

その他
・申請時に提出した実施計画書の記載内容と相違がある場合は、変更内容を記載した理由書

（自由書式）を作成し、添付してください。
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11.その他報告書類の注意点（５）

災害時応援協定書

●●市
令和ウェアハウス株式会社

令和７年１２月

●●市と令和ウェアハウス株式会社の災害時応援協定書

　●●市（以下「甲」という。）と令和ウェアハウス株式会社（以下
「乙」という）とは、大規模な地震、風水災害、その他災害（以下「災
害」という。）が発生した場合に、災害対策本部並びに避難所等の清掃業
務及び消毒業務等の環境衛生管理業務（以下「環境衛生管理業務」とい
う。）、給排水・電力設備等の管理業務に関し、次のとおり協定を締結す
る。

（趣旨）
第 1 条 この協定は、●●市内において災害が発生した場合に、甲が乙に
災害対策本部並びに避難所等の環境衛生管理業務並びに給排水・電力設備
等の管理業務を要請するに当たって、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第 2 条 この協定において「災害対策本部」とは、●●市内の災害対策本
　部が設置された施設のことをいい、「避難所等」とは、災害時の避難所
　のほか、甲及び市町村が管理又は指定する災害対策上重要な施設をい
　う。
2 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第
　 223 号）第 23 条の 2 第1項の規定に基づき、●●市災害対策本部が設
　置された場合をいう。ただし、中規模災害までを想定し、激震災害の場
　合を除く。
3 前項に定める場合のほか、大規模災害が発生するおそれがあり、甲が乙
　の協力が必要であると認めた場合。

（協力要請）
第 3 条 甲は災害時において必要と認めるときは、次の各号の業務（以下
 「協力業務」という。）について、乙に協力を要請することができるもの
  とする。
   (1) 災害対策本部・避難所等建築物の環境衛生及び給排水・電力設備等
に関する被害調査及び対処方法の甲に対する報告
　(2) 災害対策本部・避難所等建築物の応急的措置
　　ア 清掃及び消毒等環境衛生の応急的措置（人員の支援、機材の支援、
　　　 薬剤の提供等）
　　イ 給排水および電気設備に関する応急的措置
　　ウ その他甲が必要と認める業務
２ 前項の甲の乙に対する要請は、災害対策本部・避難所等建築物の対処方
　法等報告要請書（別記様式１）及び災害対策本部・避難所等建築物の応
　急的措置要請書（別記様式２）により行うものとする。ただし、緊急を
　要する場合は口頭又はその他の方法をもって行い、後日文書を提出する
　こととする。
３ 乙は、この協定に基づく協力業務が円滑に行われるよう、あらかじめ協

①

②

　この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の
上、各１通を保有するものとする。

令和 ● 年 ● 月 ● 日作成

甲：●●市
                                            千葉県●●市◇◇一丁目４番地３号

　　　　　　　　　　　　　　　　 市長　落花　生太　　　　　　印

　　　　　　　　　甲：令和ウェアハウス株式会社
                                                東京都千代田区●●一丁目２番地３号

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　上蓮　倉子　　　印

③



⑭リース契約書（写） ⑮ＰＰＡ契約書（写）
⑭リース契約書（写）は、補助対象設備をリースによって導入した間接補助事業者が提出必須です。なお、リース事業者との共同間接補助事業の有無に

係わらず提出必須となります。

⑮ＰＰＡ契約書（写）は、補助対象設備をＰＰＡモデルによって導入した間接補助事業者が提出必須です。なお、ＰＰＡ事業者との共同間接補助事業の
有無に係わらず提出必須となります。

①契約日
契約日は、交付決定日以降の日付で締結してください。

②契約を結ぶ事業者の情報および押印
サービスを提供する側、サービスを受ける側、双方の事業者の名称と押印により契約したこ
とがわかること。

③契約内容
契約にあたっての規約、定款等の契約内容が記載されていること。

④リースまたはＰＰＡにより提供するサービス内容
リース契約に基づいて貸与される物品、またはＰＰＡにより提供されるサービスの内容が明
記されていること。
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11.その他報告書類の注意点（６）

①

②

③

(1)　物件の売主 商号・住所

（第１条）

(2)　物　　件

（第１条）

(3) 物件の搬 入・

引渡し・使用場所

（第３条・第４条・
第９条）

(4)　リース期間

（第５条）

(5) リース料 ・消
費税等 額 ・支 払回

数・支払日・支払方
法

１か月当た

り

リース料 256,000円 281,600円

支払回数 240回

（第６条・第13条） 支払方法

(6)　前払リース料

前払リース

料支払日

（第７条）

前払リース
料充当月数 　　　　か月

前払リース料は最終月から遡って前払リー

ス料充当月数分のリース料及び消費税等額
に、その支払日が到来する都度、充当され

ます。

別　　　　表

　中央建産株式会社
　千葉県匝瑳市■■12-3-4

物件名・数量・製造者の商号・住所

　太陽光発電設備　一式

　中央建産株式会社
　千葉県匝瑳市■■12-3-4

支払日 毎月末日

乙の指定する口座へ振込

前払

リース料

　　　　　　　　　　　円

（１か月あたり消費税等額込みリース料×前払リース料充当月数）

　令和ウェアハウス株式会社　東京ベイ市川センター　D棟
　千葉県△△市●●4-5-6

　　　240か月（ただし、物件借受証の借受日を始期とします。）

消費税等額

25,600円

計

④



⑮水素および、再生可能エネルギー電力の購入契約書（写）等
「①創る」の要件を水素購入または再生可能エネルギー電力の購入とした間接補助事業者は提出必須です。

提出資料の例
水素および、再生可能エネルギー電力の購入契約書等の提出書類の一例は次の通りです。
Ⓐ購入契約書（写）、契約通知のはがき（写）等

・契約申込書（写）は不可となります。
・契約日、購入先の電力事業者名、使用する間接補助事業者名、使用する場所、契約プラ

ン名称、契約した数量などが明記された資料を提出してください。
Ⓑ使用量の通知（写）

・間接補助事業の期間中に使用した分の通知を提出してください。
・使用した月度、購入先の電力事業者名、使用する間接補助事業者名、使用する場所、契

約プラン名称、契約した数量などが明記された資料を提出してください。
Ⓒ電気料金の請求書（写）またはWEBサービスによる使用量などがわかる画面キャプチャ

・間接補助事業の期間中に使用分の請求書または画面キャプチャを提出してください。
・使用した月度、購入先の電力事業者名、使用する間接補助事業者名、使用する場所、契

約プラン名称、契約した数量などが明記された資料を提出してください。
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11.その他報告書類の注意点（７）

〒XXX-XXX
千葉県△△市●●４－５－６

令和ウェアハウス株式会社　東京ベイ市川センター　御中
+

+

+ （社用コード ）

+

+

差出人　（担当） 〒 XXX-XXX

東京都港区▽▽16-7　エナジービルディング9階

電話 050-XXXX-XXXX （ナビダイヤル）

IP電話等ナビダイヤルをご利用になれない場合

電話 03-XXXX-XXXX

Open

水に濡れてしまったときは、乾燥させてから開封してください。
IF IT GETS WET, DRY IT BEFORE OPENING.

武蔵野電力株式会社

電 気 料 金 メ ニ ュ ー

使 用 場 所 住 所

地球にやさしいプランA

〒XXX-XXX
千葉県△△市●●４－５－６

そ の 他 特 例 事 項

お 支 払 い 方 法 振込による

基 本 検 針 日 （ 日 程 ） 15日

契 約 電 流 60A

契 約 容 量 5,000kW

契 約 電 力 5,000kW

供給電圧（周波数50Hz） 200V

料 金 適 用 等

契 約 成 立 日 2025/10/20

受 給 開 始 日 2025/10/21

変 更 適 用 日

東京都港区▽▽16-7
エナジービルディング9階

供給地点特定番号（電気）
お 客 様 番 号 MC136528

P565

電気の契約内容のお知らせ
INFORMATION ON ELECTRICITY CONTRACT DETAILS

ご　契　約　内　容
料金後納郵便

CONFIDENTIAL

親　展

２０７３－５９６６－００３

小売電力事業者

武蔵野電力株式会社

登録番号 A1234
〒XXX-XXXX

ここから斜めに開いてご覧ください。必ず両面をお開きください。

Ⓐ

毎度ご利用いただきありがとうございます

ご使用場所 千葉県△△市●●４－５－６

ご使用期間　11月 5日～12月 4日
 12月 6日（30日間）

●●●

基本料金 ●●●
｜ 1段料金

｜ 2段料金 ●●●
｜ 3段料金
｜ 燃料費調整

再エネ発電賦課金

お問い合わせ先（カスタマーセンター）
お引越し、ご契約の変更

その他の電気に関するご用件
京葉支社（XXX）

次回検針予定日 1月7日

03-XXXX-XXXX

03-XXXX-XXXX

武蔵野電力株式会社
検針員

●●　●●

お客様番号

●●●●●－●●●●●－●●

地区番号

●●

計器乗率（倍）
取替前計量値
計 器 番 号

●,●●●
●,●●●

昨年11月度は●●日間　　　●●●●kwhです。
今月11月度は●●日ありた●●%増加しています。

●●●,●●●円
●●,●●●円
●●,●●●円

お問い合わせは、下記の番号まで
～おかけ間違いにお気を付けください。～

ご契約種別

ご契約種別
当 月 指 示 数
前 月 指 示 数
差 引

請求予定金額
（うち消費税等相当額）

●●●,●●●円
●●,●●●円

上
記
料
金
内
訳

電
力
量

●●,●●●円
●●●,●●●円

ご使用量のお知らせ 令和ウェアハウス株式会社　様

2025年11月分 検 針 月日

ご使用量 ●●●●kwh

特別高圧

●●A

11月（当月）分
12月（翌月）分
翌月分は当月分に比べ

●●●
●●●

－●●●

燃料費調整のお知らせ

●●●,●●●円

こ
の
お
知
ら
せ
で
集
金
員
が
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
お
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん
。

Ⓑ

Ⓒ



⑰高圧ガス製造保安責任者の免状（写）もしくはそれに準ずるもの
水素を活用した取組を実施した間接補助事業者は提出必須です。

提出資料の例
高圧ガス製造保安責任者の免状（写）もしくはそれに準ずるものの一例は次の通りです。
Ⓐ高圧ガス製造保安責任者の免状（写）

・免状の種類が水素製造に必要な種類のものに限ります。
・加工等は行わないでください。
・顔写真、免状の種類、免状の番号、氏名、生年月日、免状交付者の名前とその押印が記

された箇所の写しを提出してください。
Ⓑ高圧ガス製造保安責任者の合格通知（写）等

・通知書の種類、通知書の番号、氏名、生年月日、通知書交付者の名前とその押印が記さ
れた箇所の写しを提出してください。
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11.その他報告書類の注意点（８）

Ⓐ

Ⓑ
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12.現地調査・現地検査（１）
事務局では、一部あるいはすべての間接補助事業者に対して事業実施場所などに訪問
し、現地調査や現地検査を行います。実施内容については、次のとおりです。

①日程の調整

対象となる間接補助事業者に電話およびメールにて日程調整を行います。１か月前など可能
な限り余裕をもってご案内しますが、場合によっては数週間前などの調整となる場合がありま
す。

②実施に係る通知

日程が決まりましたら事務局より実施に関するお知らせ、ご用意いただく書類のリスト、当日チ
ェックを行う内容などをメールで通知します。必ずご一読のうえ、ご準備ください。

③調査・検査の実施

当日は、事務局の者が数名訪問し、書類の保管状況の確認、間接補助事業に関するヒアリン
グ、導入設備の納入・設置・稼働状況の確認を行います。おおよそ１時間３０分から２時間を
見込んでいます。また、途中で書類や導入設備等の撮影を行います。

④実施結果の送付

実施結果は、実施後に現地で口頭説明を行い、後日メールでも通知します。
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12.現地調査・現地検査（２）
現地調査と現地検査の違いについては下表のとおりです。

現地調査 現地検査

交付決定後～実績報告期限
令和7年7月頃～12月頃

実施する期間
実績報告期限～額確定

令和8年1月下旬頃～3月上旬

間接補助事業の遂行状況の確認 実施する目的
間接補助事業の完了や導入設備の稼働状況

の確認

事業実施場所が新設倉庫の場合
事業完了に遅れなどの懸念がある場合 等

選定理由の例
希有な設備の導入がある場合

事業の規模や補助対象経費の額による選定
間接補助事業の内容による選定

同じ間接補助事業者に対して現地調査と現地検査の双方を行う場合があります。

また、国土交通省の担当官が同行する場合があります。
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13.額確定（１）
実績報告書類を受領次第、事務局では額確定審査を実施します。必要に応じて現地検
査を実施した結果、間接補助事業が問題なく完了していると認められた場合、間接補助
事業者に対して様式第７（額確定通知書）にて確定額（補助金の支払額）を通知します。

様式第７（額確定通知書）を受領されましたら速やかに内容を確認してください。内容に問
題がなければ、様式第８（精算払請求書）を事務局が指定する期日までに送付してくださ
い。内容に相違があった場合は速やかに事務局までにご連絡ください。

様式第７の例 □交付決定番号の横に記載されている
事業者番号があっているか

□間接補助事業者の事業者名、役職お
よび氏名があっているか

※共同間接補助事業の場合は、代表間接補
助事業者の事業者名、役職および氏名と
なっているか

□確定額に誤りがないか

※交付決定額、計画変更による承認された
額、額確定審査により通知された額のいず
れか最新の額となっているか

※上記の例は、記入個所を便宜上赤字にしていますが、実際には黒字とな
ります。



様式第８（精算払請求書）
①文書番号、文書作成日、氏名

P.18の様式第６（実績報告期限）の①、③を参照ください。
②に関しては、本様式を作成した日付を和暦で記入してください。

②１.精算払請求金額
受領した様式第７（額確定通知書）の「確定額」に記載されている金額を記入してください。

③振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
補助金の支払を希望する口座情報を以下の内容に注意して記入してください。
・金融機関名は、略称を使用せず正確な名称を記入してください。ただし、法人格の表記

は省略しても問題ありません。（〇〇銀行、〇〇金庫、〇〇バンク等、金融機関名の末尾
まで記入してください）

・支店名については、末尾に「支店」と付けていなくても問題ありません。ただし、本店
の表記は金融機関によって異なるため、通帳等で十分に確認のうえ記入してください。

・金融機関コードは4桁、支店コードは3桁の算用数字で記入してください。
・預金の種別は「普通」または「当座」から選択し、該当する種別を○で囲むか、該当し

ない種別に取り消し線を付けるなどして明示してください。
・口座番号は7桁の算用数字を、1マスに1文字ずつ記入してください。

また、ゆうちょ銀行の場合は、以下のURLから口座番号を確認のうえ記入してくださ
い：

＜ゆうちょ銀行HP 「店名または店番・口座番号から記号・番号への変換」＞
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_2.html

・預金の名義は、漢字、フリガナもとに事業者名のみで構いません。ただし、「・（中
黒）」「－（ハイフン）」などの記号は、フリガナ欄で使用できない場合があるため、通
帳等で記号の代替や省略の有無を確認のうえ記入してください。

④口座管理担当者
口座管理担当者は、補助金の振込時にエラーが発生した場合に対応いただく担当者を記入
してください。振込エラーについては確認内容等が緊急を要するため、確実に連絡がつく
方を選定してください。間接補助事業の担当者と同一である必要はありません。

その他
・複数の事業者による間接補助事業の場合、③の口座情報は必ず代表間接補助事業者の情

報を記入してください。他の共同間接補助事業者や代理人等の口座は認められません。
・補助金の振込は、「パシフィックコンサルタンツ株式会社」の名義から振り込まれます。

経理の担当者にはあらかじめ共有ください。

35

※記入例は、記入個所を便宜上赤字にしていま
すが、実際には黒字で作成してください。

①

②

③

④

13.額確定（２）
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14.問い合わせ先
本事業に関するお問い合わせ先は下記の通りです。

※お問い合わせの内容によっては、ご回答までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※上記の連絡先以外へお問い合わせされた場合、対応いたしかねることがございます。必ず上記の連絡先宛にお問い合わせください。

※社内セキュリティにより社外からの添付ファイル付きメールの受信に制限がかけられている場合は、上記アドレスを受信対象として設定いただくよう
貴社の専門部署にご相談ください。

令和7年度物流脱炭素化促進事業事務局（物流脱炭素化事務局）

TEL：050-5536-6831（平日10時～16時 土日祝日及び年末年始を除く）

MAIL：logigx_r07@bg.pacific-hojo.jp（24時間受付）


